
○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
古
物
営
業
法
施

行
規
則
（
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
商
従
業
者
証
等
の
様
式
の
承

認
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
二
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

山
本

順
三

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
）

（
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
）

第
一
条

古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二

第
一
条

［
同
上
］

条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
団
体
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
中
小
企

業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
中
小
企
業
団
体
（
以
下

「
一
般
社
団
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

そ
の
役
員
の
う
ち
に
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下

三

そ
の
役
員
の
う
ち
に
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
そ
の
他
犯
罪
の
防
止
及
び
そ
の
被
害
の
迅
速
な
回
復
を
図
る
上
で
ふ
さ
わ

る
者
そ
の
他
犯
罪
の
防
止
及
び
そ
の
被
害
の
迅
速
な
回
復
を
図
る
上
で
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
条
の
二

次
に
掲
げ
る
書
類
の
前
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

第
二
条
の
二

次
に
掲
げ
る
書
類
の
前
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
別
記
様
式
第
三
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及

び
別
記
様
式
第
三
号
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。



［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
工
業
標
準
化
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
五
号)

に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工

業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
削
る
。
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る

方
式
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規

定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇

五
に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一

に
規
定
す
る
方
式

［
項
を
削
る
。
］

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工
業
規

格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格

Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
削
る
。
］

５

第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規

定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
名
称

二

提
出
年
月
日

（
標
識
の
様
式
の
承
認
の
基
準
）

（
標
識
の
様
式
の
承
認
の
基
準
）

第
四
条

標
識
の
様
式
に
係
る
承
認
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

［
同
上
］



一

営
業
所
（
仮
設
店
舗
を
含
む
。
）
又
は
古
物
市
場
の
い
ず
れ
に
係
る
標
識
で

一

営
業
所
（
露
店
を
含
む
。
）
又
は
古
物
市
場
の
い
ず
れ
に
係
る
標
識
で
あ
る

あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

か
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
）

第
八
条

［
１
～
３

略
］

第
八
条

［
１
～
３

同
上
］

４

前
項
の
電
子
証
明
書
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号

４

前
項
の
電
子
証
明
書
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号

）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に

）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子

証
明
書
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受

証
明
書
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
者
が
発
行
し
た
電
子
証
明
書
又
は
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報

け
た
者
が
発
行
し
た
電
子
証
明
書
又
は
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証

シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号

業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規

）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
、
国
家
公
安
委
員

定
す
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
、
国
家
公
安
委
員
会
が
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家

会
が
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
公
安
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認

公
安
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も
の
に
限
る
。

証
で
き
る
も
の
に
限
る
。





備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


